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稚内市立稚内中学校長 藤原 雅宏 

 

新型コロナウイルス感染症に対するタブレット端末の持ち帰りについて 
 

 寒風の候、保護者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。また日頃より、本校の

教育推進へのご理解とご支援に感謝申し上げます。 

 さて、皆様もご承知のとおり、稚内市では感染者が急速に増加している状況がありますが、本校では、市教

委の通知を踏まえて、校区の稚内中央小と綿密な連携をとり、安全安心な学校運営に努めて参ります。本校に

おいても、今後、臨時休業や出席停止の措置をとらざるを得ない状況になる可能性もあることから、やむを得

ず学校に登校できない状況に備え、タブレット端末の持ち帰りを実施します。 

 つきましては、ご自宅に生徒がタブレット端末を持ち帰りますので、よろしくお願いいたします。 

 また、タブレット端末の使用ルールに関しましては、以前に配付しました稚内市教育委員会作成の「一人一

台タブレット端末の使用について（保護者向け）」と「2021年度 タブレット活用のルール【生徒・保護者用】」

の文書でご確認ください。 

記 

１．端末を持ち帰る目的と活用方法 

  ・臨時休業等の非常時にあっても生徒の学びを止めない、規則正しい生活習慣を維持し、学校と生徒との

関係を継続することを目的でタブレット端末の持ち帰りを行います。臨時休業等の際は、タブレット端

末を活用して、健康観察やオンライン授業等を実施します。 

 

２．持ち帰りの注意事項 

  ・タブレット端末について、破損や紛失等のないよう、細心の注意を払って使用してください。万が一、

故障、破損、紛失、盗難等が生じた場合は、学校にご連絡ください。 

・学校で貸し出すタブレット端末は、学習活動のために使うことが目的です。SNSやゲームなど学習活動

以外では、使用しないようにしてください。 

  ・授業でタブレット端末を使用しますので、家にタブレット端末を持ち帰っても翌日、タブレット端末を

学校に持たせるようお願いいたします。 

  ・タブレット端末を使用する際のタブレット IDとパスワード、eライブラリの IDとパスワード、クラス

コードは人に教えたり、インターネット上に書き込んだりしないようにしてください。 

  ・タブレット端末を持ち帰ることにより、これまで学校で、放課後に実施しておりましたタブレット端末

の充電ができない状況になります。大変申し訳ありませんが、充電は各家庭でお願いします。充電は USB 

Type－C に充電ケーブルを差し込んで充電することができます。（Nintendo Switch の充電器でも充電

可能です。）対応ができないご家庭は、学校で使用している充電器を用意します。 

 

３．その他（新型コロナウイルス感染症関連） 

  ・これまで皆様からお子さんの病状や症状などについて連絡をいただき、大変助かっております。ありが

とうございます。本校も情報発信に努めますので、よろしくお願いします。 

・改めて、本人や同居家族が ①感染が判明した場合 ②濃厚接触に特定された場合 ③本人が PCR検査

等を受ける場合（結果も） ④本人に風邪症状等がある場合 には学校に連絡をお願いします。その他、

心配や不安なども遠慮なくご連絡ください。 

   1 月 24 日付で配付した「新型コロナウイルス感染症対策の今後の対応について」の記載内容に誤りが

ございましたので、下記の通り、訂正させていただきます。 

   〈訂正後〉 

   同居の家族の方が、風邪症状がある場合につきましては、生徒本人の体調が悪くなくても同居の家族の

方の症状がなくなるまで、登校させず様子を見てください。その場合、出席停止の措置をとります。（欠

席扱いにはなりません。） 

 


